
広
島
県
告
示
第
千
四
十
八
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
一
部

の
効
力
を
停
止
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
日 

広
島
県
知
事  
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指
定
の
一
部
の
効
力
を
停
止
し
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
名
称
等 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を 

行

う

事

業

所 

名

称 

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称 

所

在
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サ

ー

ビ
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二 

指
定
の
一
部
の
効
力
の
停
止
の
内
容
及
び
期
間 

 

１ 

内
容 

 

新
規
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
停
止 

 

２ 

期
間 

 
 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で 

 


